
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 平成１８年度から３２年度までの１５年間を計画期間とした「一般廃棄物処理基

本計画」を策定しました。策定にあたっては、特別区の参画を得て検討を行うと

ともに、パブリックコメントの実施を経て、最終のまとめを行いました。 

● 計 画 の位 置 づけ 
本計画は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき、計画したもので、２３区や

都、国との計画などと整合を図っています。 

● 基 本 的 考 え方 と施 策 の体 系  
本計画の基本的考え方を「循環型ごみ処理システムの推進」とし、３つの目標として①

資源エネルギー回収の徹底②環境負荷の低減③最終処分量の最小化を掲げました。この目

標を達成するため、１３の具体的施策を推進します。（図１） 
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● ごみ量 予 測 と最 終 処 分 量 の推 移  
（１）ごみ量予測 

ごみ量は、２３区全体として推移を予測しました。 

  また、平成２０年度から廃プラスチックのサーマルリサイクルが本格実施されるこ

とに伴うごみ量への影響を見込んでの予測としています。（図２） 

 

（２） 終処分量の推移 

焼却灰の全量溶融とスラグの有効利用、廃プラスチックのサーマルリサイクルな

ど、図１に掲げる施策を推進し、 終処分量を大きく削減することを目標としていま

す。（図３） 
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● 施 設 整 備 計 画  
ごみ量の予測をもとに、老朽化した清掃工場の建替え・プラント更新を進めていきます。

また、廃プラスチックのサーマルリサイクルによる可燃ごみ量の増加に対応するため、

不燃ごみ焼却施設である大田清掃工場第二工場を可燃ごみ焼却施設に転用します。（図 4）

一方、不燃ごみ処理施設は、不燃ごみ量の減少に合わせ、中防不燃ごみ処理センター第

一プラントを廃止する計画としています。 
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